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○佐久市自然環境保全条例施行規則 

平成18年３月24日規則第５号 

改正 

平成24年６月29日規則第25号 

平成25年12月26日規則第41号 

平成30年６月１日規則第23号 

佐久市自然環境保全条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐久市自然環境保全条例（平成18年佐久市条例第16号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（自然環境保全地区の指定の告示に係る関係図書の縦覧） 

第２条 条例第６条第２項の規定による自然環境保全地区の指定の告示に係る関係図書は、告示の日

から20日間、建設部都市計画課内において公衆の縦覧に供するものとする。 

（自然保全地区内における許可を要する行為） 

第３条 条例第８条第１項に規定する規則で定める行為は、別表第１に掲げるとおりとする。 

（環境保全地区内における届出を要する行為） 

第４条 条例第９条第１項に規定する規則で定める行為は、別表第２に掲げるとおりとする。 

（自然環境保全地区内における自然環境保全協定の締結を要する行為） 

第５条 条例第12条第１項に規定する規則で定める行為は、別表第３に掲げるとおりとする。 

（申請書等の様式） 

第６条 条例の規定による許可の申請、届出及び自然環境保全協定は、次の各号に掲げる行為の区分

に応じ当該各号に定める申請書、届出書及び協定書により行うものとする。 

(１) 条例第８条第１項第１号の規定による許可の申請 佐久市自然保全地区内工作物新（増・改）

築許可申請書（様式第１号） 

(２) 条例第８条第１項第２号の規定による許可の申請 佐久市自然保全地区内土地形質変更許可

申請書（様式第２号） 

(３) 条例第８条第１項第３号の規定による許可の申請 佐久市自然保全地区内木竹伐採許可申請

書（様式第３号） 

(４) 条例第８条第１項第４号の規定による許可の申請 佐久市自然保全地区内土石類採取許可申

請書（様式第４号） 

(５) 条例第８条第１項第５号の規定による許可の申請 佐久市自然保全地区内の行為（その他）

許可申請書（様式第５号） 

(６) 条例第８条第３項の規定による届出 佐久市自然保全地区内非常災害応急措置届出書（様式

第６号） 

(７) 条例第９条第１項の規定による届出 佐久市環境保全地区内行為届出書（様式第７号） 

(８) 条例第12条第１項の規定による自然環境保全協定 自然環境保全協定書（様式第８号） 

２ 前項に規定する申請書又は届出書には、それぞれの様式の（注）に定める案内図、位置図、配置

図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図、行為地及びその状況を示す写真、土地の登記

事項証明書、公図の写し、植生状況図、土地所有者の承諾その他の関係図書を添付しなければなら

ない。 

３ 条例第８条第１項の規定による許可の申請を行うに当たっては、別に定める基準により、説明会

等実施報告書（様式第９号）を事前に提出しなければならない。 

（身分証明書） 

第７条 条例第14条第２項に規定する身分を証する証明書は、身分証明書（様式第10号）とする。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年７月１日から施行する。 

（佐久市自然環境保全条例施行規則等の廃止） 
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２ 佐久市自然環境保全条例施行規則（昭和49年佐久市規則第16号）、臼田町開発基本条例施行規則

（昭和48年臼田町規則第11号）、浅科村自然環境保護条例施行規則（昭和55年浅科村規則第８号）

及び望月町開発基本条例施行規則（平成７年望月町規則第12号）は、廃止する。 

附 則（平成24年６月29日規則第25号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月26日規則第41号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の佐久市自然環境保全条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に

着手する行為について適用し、同日前に着手した行為については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年６月１日規則第23号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の佐久市自然環境保全条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に

着手する行為について適用し、同日前に着手した行為については、なお従前の例による。 

別表第１（第３条関係） 

自然保全地区内における許可を要する行為 

１ 建築物その他工作物の新築、改築又は増築で、次に掲げる基準のいずれかを超えるもの 

(１) 床面積の合計50平方メートル 

(２) 高さ10メートル 

２ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更で、次に掲げる行為の区分に従い、当該区分

に掲げる基準を超えるもの 

(１) 宅地の造成 面積500平方メートル 

(２) 土地の開墾 面積1,000平方メートル 

(３) 車道の築造 長さ35メートル（計画の総延長） 

(４) (１)から(３)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積500平方メートル 

３ 木竹の伐採で、伐採面積が1,000平方メートルを超えるもの 

４ 土石類の採取で、次に掲げる行為の区分に従い、当該区分に掲げる基準を超えるもの 

(１) 土砂類の採取 10立方メートル 

(２) 石類の採取 ５立方メートル 

５ 条例第８条第１項第１号から第４号までに掲げる行為に準ずる行為で、次に掲げる行為の区分

に従い、当該区分に掲げる基準を超えるもの 

(１) 鉄塔の設置、改修又は増設 高さ10メートル 

(２) 送排水管の埋設 長さ30メートル 

(３) 広告等の掲出 広告表示面積３平方メートル 

別表第２（第４条関係） 

環境保全地区内における届出を要する行為 

１ 建築物その他工作物の新築、改築又は増築で、次に掲げるもの 

(１) 郷土的又は歴史的な特色を有する建築物の建て替え 

(２) 宅地造成地内における建築物その他工作物の新築 

２ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更で、次に掲げる行為の区分に従い、当該区分

に掲げる基準を超えるもの 

(１) 宅地の造成 面積50平方メートル 

(２) 土地の開墾 面積100平方メートル 

(３) 車道の築造 長さ35メートル（計画の総延長） 

(４) (１)から(３)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積50平方メートル 

３ 次に掲げる木竹の伐採 
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(１) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートルを超えるもの 

(２) 高さ３メートルを超える株立した樹木 

(３) 枝葉の面積が30平方メートルを超えるつる性の樹木 

(４) 並木としての美観を整えているもの 

４ 土石類の採取で、次に掲げる行為の区分に従い、当該区分に掲げる基準を超えるもの 

(１) 土砂類の採取 10立方メートル 

(２) 石類の採取 ５立方メートル 

５ 条例第８条第１項第１号から第４号までに掲げる行為に準ずる行為で、次に掲げる行為の区分

に従い、当該区分に掲げる基準を超えるもの 

(１) 鉄塔の設置、改修又は増設 高さ10メートル 

(２) 送排水管の埋設 長さ30メートル 

(３) 広告等の掲出 広告表示面積３平方メートル 

別表第３（第５条関係） 

自然環境保全地区内における自然環境保全協定を要する行為 

次に掲げる行為の区分に従い、当該区分に掲げる基準を超えるもの 

(１) 宅地の造成 面積2,000平方メートル 

(２) 土地の開墾、その他土地の形質の変更 面積2,000平方メートル 

様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第６条関係） 
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様式第７号（第６条関係） 
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様式第８号（第６条関係） 
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様式第９号（第６条関係） 
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様式第10号（第７条関係） 
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